
　
こ
れ
ま
で
、
「
周
辺
事
態
法
」
で
は
、
国

民
や
地
方
自
治
体
に
「
協
力
を
求
め
」
る
だ

け
で
あ
っ
た
も
の
が
、
有
事
法
案
は
、
戦
争

へ
の
「
国
民
の
協
力
」
を
義
務
づ
け
（
「
武

力
攻
撃
事
態
法
案
」
第
８
条
）
、
地
方
自
治

体
に
首
相
が
「
指
示
」
し
、
従
わ
な
い
場
合

は
、
首
相
が
「
直
接
執
行
」
で
き
る
と
し
て

い
ま
す
。

　
ま
た
、
有
事
法
案
に
は
、
「
指
定
公
共
機

関
」
と
し
て
、
日
本
銀
行
、
日
本
赤
十
字
社
、

Ｎ
Ｈ
Ｋ
、
Ｎ
Ｔ
Ｔ
、
電
力
・
ガ
ス
・
通
信
な

ど
の
各
事
業
者
が
明
記
さ
れ
て
い
ま
す
。
実

際
に
ど
の
事
業
者
を
指
定
す
る
か
は
、
国
会

に
は
か
ら
れ
ず
、
政
府
が
勝
手
に
政
令
で
広

げ
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　
小
泉
首
相
は
、
「
従
業
員
に
対
し
、
国
が

直
接
命
令
を
発
す
る
こ
と
は
想
定
し
て
い
な

い
」
と
述
べ
て
い
ま
す
が
、
国
が
直
接
命
令

を
出
さ
な
く
て
も
、
「
指
定
公
共
機
関
」
が

戦
争
協
力
を
拒
否
で
き
な
い
仕
組
み
が
つ
く

ら
れ
る
以
上
、
そ
こ
で
働
く
労
働
者
に
と
っ

て
は
上
司
か
ら
の
「
業
務
命
令
」
で
協
力
が

強
い
ら
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　
憲
法
は
、
「
国
民
に
保
障
す
る
基
本
的
人

権
は
、
侵
す
こ
と
の
で
き
な
い
永
久
の
権
利
」

（
第
１
１
条
）
と
し
て
い
ま
す
。
し
か
し
、

有
事
法
案
は
、
戦
争
を
す
る
こ
と
が
最
優
先

と
い
う
立
場
に
立
っ
て
、
こ
の
基
本
的
人
権

に
つ
い
て
平
然
と
「
制
限
が
加
え
ら
れ
る
」

こ
と
を
明
記
し
て
い
ま
す
。

　
「
こ
ん
な
戦
争
に
は
協
力
し
た
く
な
い
」

と
い
う
思
い
で
、
食
料
や
燃
料
の
保
管
命
令

を
拒
否
し
た
人
に
対
し
て
、
有
事
法
案
で
は

罰
則
が
適
用
さ
れ
ま
す
。
「
思
想
及
び
良
心

の
自
由
は
、
こ
れ
を
侵
し
て
は
な
ら
な
い
」

（
第
１
９
条
）
と
し
た
憲
法
の
精
神
を
、
「
有

事
法
制
」
は
、
ま
っ
こ
う
か
ら
じ
ゅ
う
り
ん

し
ま
す
。
そ
の
上
、
今
回
の
有
事
法
案
は
、

２
年
以
内
に
具
体
的
な
権
利
制
限
の
た
め
の

法
律
を
自
由
に
つ
く
れ
る
と
い
う
仕
組
み
も

持
っ
て
い
ま
す
。

　
「
有
事
法
制
」
で
、
私
た
ち
国
家
公
務
員

の
仕
事
は
一
体
ど
う
な
る
の
で
し
ょ
う
か
？

　
「
有
事
法
制
」
が
実
施
さ
れ
る
と
、
国
家

公
務
員
労
働
者
の
業
務
に
お
い
て
は
、
ス
ト

レ
ー
ト
に
そ
の
影
響
を
受
け
る
こ
と
に
な
り

ま
す
。
「
武
力
攻
撃
事
態
法
案
」
で
は
、
国

（
国
家
公
務
員
）
、
指
定
公
共
機
関
（
独
立

行
政
法
人
）
に
対
応
の
責
任
が
明
記
さ
れ
、

国
は
、
「
組
織
及
び
機
能
の
す
べ
て
を
挙
げ

て
、
武
力
攻
撃
事
態
に
対
処
す
る
と
と
も
に
、

国
全
体
と
し
て
万
全
の
措
置
が
講
じ
ら
れ
る

よ
う
に
す
る
責
務
」
を
第
４
条
で
明
記
し
、

軍
事
的
な
責
任
業
務
を
明
ら
か
に
し
て
い
ま

す
。

　
法
案
に
よ
れ
ば
、
内
閣
総
理
大
臣
が
本
部

長
で
、
す
べ
て
の
国
務
大
臣
が
本
部
員
と
な

り
、
軍
事
優
先
の
責
任
が
課
せ
ら
れ
、
そ
れ

に
よ
る
業
務
命
令
や
指
示
を
拒
否
し
た
り
す

れ
ば
、
懲
戒
免
職
処
分
で
す
か
ら
、
罰
則
が

つ
い
て
い
る
の
と
同
じ
で
す
。

　
さ
ら
に
、
戦
争
の
た
め
に
国
民
が
動
員
さ

れ
、
財
産
が
取
り
上
げ
ら
れ
る
規
則
が
導
入

さ
れ
、
こ
の
手
続
き
の
実
行
者
に
さ
せ
ら
れ

ま
す
。
い
わ
ば
国
民
の
権
利
侵
害
の
先
兵
の

役
割
を
担
わ
せ
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

し
か
も
、
国
土
や
環
境
の
保
全
、
国
民
の
生

命
や
安
全
の
た
め
の
管
理
・
業
務
権
限
も
容

赦
な
く
剥
奪
さ
れ
、
国
の
施
設
の
使
用
も
職

員
の
動
員
も
軍
事
優
先
で
行
わ
れ
、
国
民
へ

の
行
政
サ
ー
ビ
ス
の
業
務
は
完
全
に
破
壊
さ

れ
る
と
い
う
最
悪
の
事
態
と
な
り
ま
す
。

　
国
公
労
働
者
は
、
戦
後
ま
も
な
く
、
「
二

度
と
戦
争
遂
行
の
手
先
に
は
な
ら
な
い
」
と

「
官
庁
民
主
化
」
の
た
た
か
い
に
立
ち
上
が

り
奮
闘
し
て
き
ま
し
た
。
「
戦
争
を
す
る
国

へ
の
転
換
」
が
、
行
政
改
革
や
公
務
員
制
度

改
革
を
と
も
な
っ
て
進
め
ら
れ
て
い
る
中
で
、

平
和
憲
法
・
基
本
的
人
権
の
実
現
に
も
と
づ

い
た
「
行
政
民
主
化
」
に
全
力
を
あ
げ
、
「
有

事
法
制
３
法
案
」
を
必
ず
廃
案
に
追
い
込
み

ま
し
ょ
う
。

国
民
に
戦
争
協
力
を
強
制
、

自
治
体
が
従
わ
な
い
場
合
は

首
相
が「
直
接
執
行
」

戦
争
遂
行
・
国
民
強
制
動
員
が

国
公
労
働
者
の
業
務
に

二
度
と
戦
争
遂
行
の

手
先
に
は
な
ら
な
い

　気象事業は
、軍隊が作

戦を行うた
めには欠か

せ

ない軍事情
報となる側

面があります
。１９４１年１

２

月８日、太平
洋戦争突入

と同時に気
象情報は極

秘にされまし
た。そうした

中で、１９４２
年８月と４３

年９月に台風
が来襲。国

民は十分な
備えをとるこ

とができず
、それぞれ１

千名前後の
死者・行方

不

明者を出す
大災害とな

りました。「
ひとたび戦

争

になれば、
気象災害か

ら国民の命
と暮らしが

守

れなくなる」
という歴史の

教訓からも
、「有事法制

」

をなんとして
も廃案にし

なければな
りません。

戦争で気象
予報は軍事

情報として

極秘となり国
民の命が奪わ

れる〈全気象
〉

　政府が「有
事法制」を

発動すれば
、私たち全

港

建の仲間が
たずさわった

港湾・空港施
設は、自衛

隊への武器
・装備・弾薬

をはじめとし
た戦争物資

の調達をする
基地港とされ

る危険があり
ます。港湾・

空港施設が
軍事優先で

使用され、土
木技術者で

ある私たち
は、軍事目

的の港湾・空
港などの建

設

に動員され
る危険性が

あります。

私たちのたず
さわる港湾・空

港施設が

戦争物資調
達の基地港

に〈全港建〉

　国立病院の
看護婦は、

１９５０年に
始まった朝

鮮

戦争で動員
され、野戦

病院でアメリ
カの傷病兵

の

治療を強制さ
れるという痛

恨の経験を
持っています

。

命を守る看
護婦は、命

を奪い奪わ
れる戦争を

許

しません。二
度と白衣を

戦場の血で
汚さないため

、

ストップ！有
事法制！

二度と白
衣を戦場

の血で

汚さない〈
全医労〉

国民の基本的人権ふみにじる
憲法違反の有事法制は許さない

海
も
空
も
鉄
道
も

す
べ
て
軍
事
優
先
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